
 

日 薬 業 発 第 50 号 

令和４年５月 11 日 

 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その７） 

 

 

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。   

令和４年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料につきましては、令和４年４

月 26 日付け日薬業発第 39 号（その６）にてお知らせしたところですが、今般、

別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。 

本連絡は医科診療報酬点数表に関するものですが、電子的保健医療情報活用

加算（別添中の問１）につきましては、調剤報酬点数表の電子的保健医療情報

活用加算もこれに準じて取り扱うこととなります。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますよう宜し

くお願い申し上げます。 

なお、これら資料につきましては、以下の URL から閲覧が可能なほか、本会

ホームページにも後日掲載予定であることを申し添えます。 

 

〇「令和４年度診療報酬改定について」 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 

> 医療保険 > 令和４年度診療報酬改定について 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html 

 



 

事 務 連 絡 

令和４年４月 28 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その７） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

 

abe-yuuta
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別 添



 

事  務  連  絡 

令和４年４月 28 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その７） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４年３月

４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本

事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 
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（別添） 

医－1 

医科診療報酬点数表関係 

 

 

【電子的保健医療情報活用加算】 

問１ 区分番号「Ａ０００」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活

用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在し

なかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な

場合」に該当すると考えてよいか。 

（答）よい。 

 

【術後疼痛管理チーム加算】 

問２ 区分番号「Ａ２４２－２」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において

求める薬剤師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、

具体的にはどのようなものがあるか。 

（答）現時点では、日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」が該当する。 

なお、令和４年３月 31 日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキ

ュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次

期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差

し支えない。 

 

問３ 区分番号「Ａ２４２－２」術後疼痛管理チーム加算の施設基準における

「専任の看護師は、年間 200 症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機

関において、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を２年以上有す

るものであること」について、麻酔管理を行っている症例とは、「マスク

又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者」に係

るものを指すのか。 

（答）そのとおり。 

 

【地域包括ケア病棟入院料】 

問４ 区分番号「Ａ３０８－３」地域包括ケア病棟入院料の注１に規定する「別

に厚生労働大臣が定める場合」については、 

・ 「当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院し

たものの割合が六割以上であること。」 

・ 「当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人

数が、前三月間において三十人以上であること。」 

・ 「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」 
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